
 

 

川崎市住居表示に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

 令和 ８ 年 ４ 月３０日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第５２号 

 



川崎市住居表示に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市住居表示に関する条例施行規則（昭和３９年川崎市規則第５９号）の

一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「第４号様式」の次に「（法人等に対して証明する場合にあ

っては、第４号様式の２）」を加える。 

 第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式 

 

  



 第４号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式の２ 

 

 

 

 



附 則 

 この規則は、令和８年５月１日から施行する。 


